
府中市学生・地域協働による地域課題の解決支援事業補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、府中市内で、学生が地域団体と連携して地域の課題を解決す

ることを目的とした活動（以下「活動」という。）に要する経費に対し、予算の範

囲内において学生・地域協働による地域課題の解決支援事業補助金（以下「補助

金」という。）を交付するものとし、府中市補助金交付規則（令和４年府中市規則

第２７号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるもの

とする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に

定めるところによる。 

 ⑴ 大学等 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）に規定する大学、大学院、

専修学校、高等学校をいう。 

 ⑵ 学生 大学等に在籍している学生をいう。 

 ⑶ 地域団体 府中市内の自治会、地域住民グループ、NPO 法人、企業等であっ

て地域の課題に取り組むものをいう。 

 （補助対象事業） 

第３条 補助対象事業は、府中市内で、学生が地域団体と連携して地域の課題を解

決する事業とする。 

（補助対象者等） 

第４条 補助対象者、補助対象経費及び補助率は、次の表に掲げるとおりとする。 

補助対象者 補助対象経費 補助率 

大学等 

府中市内で、大学等の学生が府中市内の

地域団体と連携して活動を実施し、市内

の地域課題を解決するための事業に要す

る経費で、旅費、活動費、宿泊費、報償

費その他市長が認めるもの 

１０分の１０ 

２ 経費区分、内容及び限度額は表に掲げるとおりとする。 

経費区分 内容 補助限度額 

旅費 

居住地から対象とな

る地域を往復するた

めの費用。 

（県外の大学等） 

中国地方（広島県を除く）、四国地方、近畿

地方から参加する場合は、１名につき１

５，０００円を、それ以外の地域の場合は

２５，０００円を限度とする。 



（県内の大学等） 

１名につき１０，０００円を限度とする。 

活動費 
活動期間中の移動に

係る費用。 

１名につき、 

滞在期間８日未満：５，０００円 

滞在期間８日以上１５日未満：１０，００

０円 

滞在期間１５日以上：２０，０００円 

宿泊費 
活動期間中の宿泊に

係る費用。 

１名当たり 1泊につき５，０００円を限度

とする。 

報償費 

地域の課題を解決す

るための知識や助言

等役務の提供等に対

して支払う経費。 

限度額なし。 

３ 補助金の額は、１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるも

のとする。 

（交付の申請） 

第５条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書（別記様式第１号）

に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。 

 ⑴ 事業計画書（別記様式第１号別紙１） 

 ⑵ 収支予算書（別記様式第１号別紙２） 

 ⑶ 事業経費支出内訳書（別記様式第１号別紙３） 

 ⑷ その他参考となる書類 

（実績の報告） 

第６条 補助対象者は、補助事業が完了したとき又は府中市補助金交付規則第７条

に定める補助事業の廃止の承認を受けたときには、実績報告書（別記様式第２号）

に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。 

 ⑴ 事業実施報告書（別記様式第２号別紙１） 

 ⑵ 収支決算書（別記様式第２号別紙２） 

 ⑶ 事業経費支出内訳書（別記様式第２号別紙３） 

 ⑷ その他参考となる書類 

 （委任） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。 

 

   附 則 

 この要綱は、令和５年７月１８日から施行する。 


